
定期全国大会を開催します ご出席ください

パート法「改正｣ １２００万人中わずか１％のみ適用

すべてのパートの「差別禁止｣を！
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第２回定期全国大会の開催について

標記について、下記のとおり開催しますので

ご出席ください。

記

日時 ９月２５日（火)

午後１時３０分より

場所 明日都浜大津・４階

大津市ふれあいプラザ 会議室

大津市浜大津４丁目１番１号

℡０７７－５２７－８３５１

議題

第1号議案 ２００７年度

運動方針（案)について

第2号議案 ２００７年度

予算(案)について

第3号議案 役員について

第4号議案 金融労連

・金融労連近畿地協

・地銀連各大会代議員

地銀連中央委員について

第5号議案 金融労連個人加盟労組の合同に向けた

スケジュールについて

第6号議案 その他
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パート法が「改正｣されました。この法改正で差別禁止の対象となるパート

タイマーは、１２００万人のパートタイマーのうち、わずか１％程度といわれ

ています。どんな働き方をしているパートタイマーに適用されるのでしょう。

「差別的扱い禁止｣の３条件(法案要綱)

ハードル① 業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度から見てその職務

の内容が当該事業所における通常の労働者と同一

ハードル② 期間の定めのない労働契約(反復更新含む)

ハードル③ 慣行その他の事情から見て退職までに同様の態様、頻度の

職務の変更が見込まれる短時間労働者

以上の３つの条件をクリアした場合に「差別的扱い｣が禁止されます。これ

ではほとんどのパートタイマーは対象外となります。

今やパートタイマは職場で基幹的役割を担っています。労働にみあう適正

な賃金が保障されるべきです。均等待遇の原則をうちたて、すべてのパート

の「差別禁止｣が求められています。
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